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障害福祉サービス事業所 各位 

障害児通所支援事業所 各位 

（特定・障害児相談支援事業所を除く） 

 

明石市福祉局生活支援室障害福祉課長 

 

サービスの提供の確認の取扱いについて 

 

平素より、本市の障害福祉行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げ

ます。 

サービスの提供の記録及びサービス提供実績記録票について、明石市の取扱いを下

記の通り定めました。関係団体、関係機関の皆様におかれましては、周知徹底を図る

とともに、その取扱いに当たっては遺漏なきようお願いします。 

 

記 

 

＜サービスの提供の記録＞ 

〇事業者は、サービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事

項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。 

（療養介護、宿泊型自立訓練、共同生活援助、施設入所支援、障害児入所支援につい

ては、後日一括して記録して差し支えない。） 

〇事業者は、サービス利用者（保護者）に対し、サービスの提供の記録の記載内容を

提示し、自署又は押印にて確認を受ける。 

〇事業所において定める任意の様式にて行うこととする。 

（例：個人日誌、日報、ケース記録等事業所にて保管が可能な書類に限る。） 

 

＜サービス提供実績記録票＞ 

〇事業者は、サービス利用者（保護者）に対し、原則としてサービスの提供の都度、

サービス提供実績記録票の記載内容を提示し、サービス提供実績記録票の確認欄に

自署又は押印にて確認を受ける。 

〇障害児通所支援において、医療的ケア区分に応じた基本報酬と医療連携体制加算に

ついては、月末にいずれの報酬を算定するかを決める場合もあるため、そうした可

能性がある場合は、あらかじめ保護者の同意を得て、月末に、サービス提供実績記

録票を修正し、改めて保護者から確認を受ける。 

 

＜共通＞ 

〇サービスの提供の確認については、サービス利用者（保護者）による自署又は押印

により行うこととし、事業所職員による記入は認めない。 

 （レ点、〇、チェック等簡素な記号による確認は不可） 

資料３



＜明石市独自の取扱い＞ 

〇サービスの提供の確認については、原則サービスの提供の記録及びサービス提供実

績記録票の両方に対して自署又は押印にて確認を受けることとする。ただし、サー

ビスの提供の記録又はサービス提供実績記録票のどちらか一方にサービス提供の

都度確認を受けている場合、もう一方については後日一括して自署又は押印による

確認を受けても差し支えないものとする。 

 （サービスの提供の記録及びサービス提供実績記録票については、報酬算定の重要

な証拠書類であることから、「上記内容について確認した」等の文言に自署又は

押印を行う等の方法により一括して同意を得ることは認められない。後日改めて

内容を説明の上、各日毎に自署又は押印にて確認を受けること。） 

 

 

（関係法令等） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年 9 月 29 日号外厚生労働省令第 171 号） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人

員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年 9 月 29 日号外厚生労働省令第 172 号） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の

人員及び運営に関する基準（平成 24年 3 月 13 日号外厚生労働省令第 27 号） 

・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 24年 2 月 3日

号外厚生労働省令第 15 号） 

・児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備、運営に関する基準（平成 24 年 2月 3日号

外厚生労働省令第 16 号） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業

等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 18 年 12 月 6 日障発第 1206001 号） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人

員、設備及び運営に関する基準について（平成 19 年１月 26 日障発第 0126001 号） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の

人員及び運営に関する基準について（平成 24 年３月 30 日障発 0330 第 21 号） 

・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 24 年

３月 30 日障発 0330 第 12 号） 

・児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 24 年

３月 30 日障発 0330 第 13 号） 

・介護給付費等に係る支給決定事務等について（令和 3年 4月版） 

・障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について（令和 3年 4月版） 

【問い合わせ先】 

明石市福祉局自立支援室障害福祉課自立支援係 

TEL：078-918-1344（直通）FAX: 078-918-5244 

メールアドレス：shoufuku@city.akashi.lg.jp 


